
(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

ロイター3000Ｘｔｒａによる情報提
供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都港区赤坂5-3-1
ロイター・ジャパン㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

8,768,787円 8,768,787円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ロイターウォールボードによる
情報の提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都港区赤坂5-3-1
ロイター・ジャパン㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,293,896円 2,293,896円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

取引参加者用端末（東証リアル
タイム端末）の使用

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都中央区日本橋
兜町2-1
㈱東京証券取引所

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,680,276円 1,680,276円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ブルームバーグによる情報提
供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都千代田区丸の
内2-3-2
ブルームバーグ・エル・
ピー

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

35,658,000円 35,658,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

「Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｒ」リアルタイ
ム金融情報システムによる情報
提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都中央区日本橋
室町2-1-1
㈱ＱＵＩＣＫ

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

50,943,690円 50,943,690円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

リッパータスデータベースの利
用

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都港区赤坂5-3-1
ロイタージャパン㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,236,060円 1,236,060円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

データストリーム情報提供料

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都千代田区一ツ橋
1-1-1
トムソンコーポレーショ
ン㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,523,150円 2,523,150円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

【様式２】

平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２１年度第１四半期分）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２１年度第１四半期分）

東京証券取引所用データベー
ス端末（東証市場情報端末装
置ＤＷＨ）の使用

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都中央区日本橋
兜町2-1
㈱東京証券取引所

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

1,376,040円 1,376,040円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

「ＱＵＩＣＫ　Ｖｉａｃａｓｔ」リアルタイ
ム金融情報システムによる情報
の提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都中央区日本橋
室町2-1-1
㈱ＱＵＩＣＫ

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

9,651,600円 9,651,600円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

WESTLAW　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ
Ｌのオンライン情報サービスの
提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都千代田区九段
北4-1-7
ウェストロージャパン㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,302,020円 2,302,020円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

証券総合システムに係る有価
証券報告書データの提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都千代田区大手
町1-9-5
日経メディアマーケティ
ング㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,520,000円 2,520,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

フィナンシャル・タイムズの年間
購読

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都千代田区内幸
町1-1-7
フィナンシャル・タイム
ズ（ジャパン）リミテッド

会計法第29条の3第4
項
当該図書の日本におけ
る唯一の販売店であ
り、競争を許さないため

1,850,400円 1,850,400円 100% －
当該図書の日本における唯一
の販売店であるため

ニ（ニ）

英語有線テレビ番組（ＣＮＮ）の
映像情報

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都渋谷区神宮前
1-3-10
㈱日本ケーブルテレビ
ジョン

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

3,780,000円 3,780,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

時事ゼネラルニュースによる情
報の提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都中央区銀座5-
15-8
㈱時事通信社

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

8,442,000円 8,442,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２１年度第１四半期分）

時事通信情報端末（ＭＡＩＮ　Ｎ
Ｘ）による情報受信

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都中央区銀座5-
15-8
㈱時事通信社

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,520,000円 2,520,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

ＪＣＩＦオンラインサービスに関す
る情報提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都中央区日本橋
小網町9-9
(財)国際金融情報セン
ター

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

2,520,000円 2,520,000円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

共同通信経済綜合情報サービ
ス（ＰＲＥＭＩＥＲ）の提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都港区東新橋1-
7-1 汐留メディアタワー
㈱共同通信社

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

3,049,200円 3,049,200円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

官報公告の掲載 一式

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都港区虎ノ門2-2-
4
独立行政法人国立印
刷局

会計法第29条の3第4
項
官報の編集、印刷及び
普及事務に関しては当
該契約相手方が内閣
府より委任を受けてお
り、競争を許さないた
め。

＠735円 ＠735円 100% －

官報の編集、印刷及び普及事務
に関しては当該契約相手方が内
閣府より委任を受けている唯一
の業者であるため

ハ

単価契
約
予定調
達総額
4,035,150
円

コンプライアンスＷＡＮによる情
報提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都中央区日本橋
兜町2-1
東京証券取引所自主
規制法人

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

42,886,620円 42,886,620円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

新聞の購読（単価契約）

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都千代田区内幸
町1-7-10
丸の内新聞事業協同
組合

会計法第29条の3第4
項
中央合同庁舎第7号館
を含む当該地域におけ
る新聞事業協同組合
は、本件相手方しか存
在せず、他社との競争
の余地はないため。

10,096,776円 10,096,776円 100% －

中央合同庁舎第7号館を含む当
該地域における新聞事業協同
組合は、本件契約相手方しか存
在しないため

ニ（ニ）



(府省名：金融庁）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並

びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の

根拠区分

備　　考

【様式２】

平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
（平成２１年度第１四半期分）

日経テレコン２１

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日

東京都千代田区大手
町1-3-7
日経メディアマーケティ
ング㈱

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

16,280,400円 16,280,400円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

証券総合システムにかかる人
事情報データの提供

東京都千代田区霞が関
3-2-1
支出負担行為担当官
金融庁総務企画局総務
課長　 森　 信親

平成21年4月1日
東京都渋谷区神宮前
6-12-17
㈱ダイヤモンド社

会計法第29条の3第4
項
当該サービスを運用提
供している業者であり、
競争を許さないため。

5,600,070円 5,600,070円 100% －
当該サービスを運用提供してい
る唯一の業者であるため

ニ（ヘ）

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」（公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の対象となっている契約を対象とすること。

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、随意契約によらざるを得ない事由を記載することとし、「随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分」欄は、「公共調達の適正化について」記
１．（２）①の区分（例：イ（ロ））又は③のイからハに掲げる区分を記載すること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

２．本表は、平成20年度に締結した契約のうち、平成21年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。


